
定期駐車ご利用のみなさまへ 

「利用時間について」 

① 定期駐車ご利用の場合は、定期駐車券により２４時間の出入りが可能です。 

 

「利用方法について」 

１．入場のとき 

① 駐車券発行機の定期券挿入口に、定期駐車券を入れてください。 

② 定期駐車券は、いったん記録確認のため機械の中に吸い込まれますが、再び同じ投

入口から出てきます。 

③ 個人別には場所指定をしていませんので、空いたところをご利用ください。 

 

２．退場のとき 

① カード投入口に定期駐車券を入れてください。 

② 定期駐車券は、いったん記録確認のため機械の中に吸い込まれますが、再び同じ投

入口から出てきます。 

 

「定期料金について」 

① 定期駐車料金は、月額４，０００円となっております。ただし、申込月については

日割りとし、停止月については月途中の停止でも一ヶ月分の料金となります。 

② 定期駐車券の有効期限は、４月１日から３月３１日の１年間です。 

③ 納入通知書は前月中旬（１０日頃）に発送し、前月下旬（２５日頃）が納期限とな

っておりますので指定の金融機関より納付してください。 

④ 駐車料金が納期限までに納入されない場合、定期駐車券の使用を停止する場合があ

ります。 
⑤ 定期駐車券を期間中紛失した場合は、再交付手数料が１，０００円必要となります。 

⑥ 納付は、次の金融機関で行うことができます。 

 

  ・大分銀行 本店及びすべての支店 

  ・西日本シティ銀行 宇佐支店のみ 

  ・豊和銀行 宇佐支店、長洲支店 

  ・大分みらい信用金庫 宇佐中央支店のみ 

  ・大分県信用組合 宇佐支店、長洲支店 

  ・九州労働金庫 宇高支店のみ 

  ・大分県農業協同組合 宇佐支店のみ 

 

 

1. 必ず定期駐車券で入退場してください。 

※一般駐車券を取って入場すると、定期駐車券での退場が出来なくなります。 

 

2. 契約期間の最終日に入庫した際は、入庫から２４時間以内は定期駐車券で出庫可。 

例）５月３１日 ９：００（入庫時間） ⇒ ６月１日 ８：５９迄（出庫可能時間） 

 

3. 解約及び契約延長の際には、事前にこちらに連絡をしてください。解約の場合は、定

期駐車券の返却後、解約成立です。返却がない場合には契約更新とみなし、定期駐車

料金を納付していただきます。 

 

≪住所変更、送付先の変更及びご不明な点等は下記へご連絡ください≫ 

都市計画課 ℡0978-27-8180 内線 2183 

※定期駐車券ご利用上の注意事項※ 


